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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検者を載せる天板と、
　前記被検者の放射線像を得るための受像器と、
　前記天板に対して前記受像器の位置を可変にする移動機構と、
　前記天板および前記受像器を昇降させる昇降機構と、
　前記受像器が前記天板の側方で水平状態にある際に前記受像器の下方に存在する障害物
を検知する障害物検知器と、
　前記検知器の検知に基づいて前記昇降機構の下降動作を制限する制限手段とを有するこ
とを特徴とする放射線撮影装置。
【請求項２】
　被検者を載せる天板と、
　前記被検者の放射線像を得るための受像器と、
　前記天板に対して前記受像器の位置を可変にする移動機構と、
　前記天板および前記受像器を昇降させる昇降機構と、
　前記天板を支持する支持台に設置され、かつ前記受像器が前記天板の側方で水平状態に
あるときに前記受像器の下方に設置した前記昇降機構を操作する操作スイッチとを有する
ことを特徴とする放射線撮影装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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【発明の属する技術分野】
本発明は、被検者にＸ線等の放射線を投射して放射線画像を撮影する装置に関するもので
ある。
【０００２】
【従来の技術】
放射線撮影装置は、被検者の医療診断などの医療分野、物質の非破壊検査等の検査分野で
使用されており、放射線画像を受像する受像器にはいくつかの方式が存在する。
【０００３】
第１の方式は、増感紙と放射線写真フィルムを密着させて使用する放射線写真法である。
これは被写体を透過した放射線が増感紙に入射すると、増感紙に含まれている蛍光体が放
射線のエネルギを吸収して蛍光を発生し、この蛍光により放射線写真フイルムが感光し、
放射線像を可視像として記録する。
【０００４】
第２の方式は、蓄積性蛍光体から成る放射線検出器を備えた画像記録再生装置として知ら
れている。放射線が被写体を透過して蓄積性蛍光体に入射すると、蓄積性蛍光体は放射線
エネルギーの一部を蓄積する。そして蓄積性蛍光体に可視光を照射すると、蓄積性蛍光体
は蓄積したエネルギに応じた輝尽発光を示す。つまり蓄積性蛍光体は被写体の放射線画像
情報を蓄積し、走査手段が蓄積性蛍光体をレーザー光等の励起光により走査し、信号読取
手段が輝尽発光光を光電的に読み取り、写真感光材料等の記録材料又はＣＲＴ等の表示手
段が可視像として記録又は表示する。
【０００５】
第３の方式として、放射線をリアルタイムで検出して直接デジタル出力する放射線検出器
が知られており、例えば特開平８－１１６０４４号公報にその原理が記載されている。デ
ジタル検出器は半導体プロセス技術の進歩により可能となったもので、シンチレータと固
体光検出器を積層して、シンチレータは放射線を可視光に変換し、固体光検出器は可視光
を光電変換する。固体光検出器は石英ガラスから成る基板上に、透明導電膜と導電膜から
成る固体光検出素子をアモルファス半導体膜で挟んでマトリクス状に配列した構成を有す
る。放射線検出器は数ｍｍの厚さの平面パネル状であるため薄型軽量化が容易である。
【０００６】
図７は具体的な装置構成の一例を示すものである。被検者Ｓの四肢、頭部、腹部等の単純
撮影する際に使用するブッキー撮影台を、その長手方向（被験者の頭上方向）から見た図
である。この撮影台では天板１上に横たわる被検者Ｓに対して、上方に位置する管球Ｔか
らＸ線を曝射し、被検者Ｓを透過したＸ線を放射線受像器２により受像して放射線画像を
得る。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
医療の現場では簡便な操作で様々な方向から被験者の画像を得たいという要望があり、こ
れに応えるものとして図８に示すような装置がある。この装置では、天板１上の被検者Ｓ
の側面を撮影するために、天板１の下の受像器２を使用する代りに、フイルム又は蓄積性
蛍光体シートを収納したカセッテ３を被検者Ｓの側方に置いて、側方から管球Ｔ'でＸ線
を曝射し、被検者Ｓを透過したＸ線をカセッテ３のフィルムで受像するものである。
【０００８】
しかしできることなら、どの方向から撮影するにしても同一の受像器を用いた撮影が望ま
れる。またその際に安全性や操作性を損なうことがあってはならない。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　本発明は上記要望に応えるためになされたもので、第１の形態の放射線撮影装置は、被
検者を載せる天板と、前記被検者の放射線像を得るための受像器と、前記天板に対して前
記受像器の位置を可変にする移動機構と、前記天板および前記受像器を昇降させる昇降機
構と、前記天板に対する前記受像器の位置に応じて、前記昇降機構の動作を制限する制限
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手段と、を有することを特徴とする。
【００１０】
　第２の形態の放射線撮影装置は、被検者を載せる天板と、前記被検者の放射線像を得る
ための受像器と、前記天板に対して前記受像器の位置を可変にする移動機構と、前記天板
および前記受像器を昇降させる昇降機構と、前記受像器が前記天板の側方で水平状態にあ
る際に前記受像器の下方に存在する障害物を検知する障害物検知器と、前記検知器の検知
に基づいて前記昇降機構の下降動作を制限する制限手段とを有することを特徴とする。
【００１１】
　第２の形態の放射線撮影装置は、被検者を載せる天板と、前記被検者の放射線像を得る
ための受像器と、前記天板に対して前記受像器の位置を可変にする移動機構と、前記天板
および前記受像器を昇降させる昇降機構と、前記天板を支持する支持台に設置され、かつ
前記受像器が前記天板の側方で水平状態にあるときに前記受像器の下方に設置した前記昇
降機構を操作する操作スイッチとを有することを特徴とする。
【００１２】
【発明の実施の形態】
本発明の実施形態を図面を参照して詳細に説明する。なお、以下の説明では放射線受像器
の例としてデジタル放射線検出器を用いた例を示すが、これに限定されるわけではなく、
放射線写真フイルムまたは蓄積性蛍光体シートを入れたカセッテを使用する放射線受像器
に置きかえることもできる。
【００１３】
図１は放射線撮影装置の全体概要図である。Ｘ線発生装置であるＸ線管球はＴ、Ｔ’のい
ずれかの位置に選択的に設置可能で、被験者Ｓに向けて上方または側方からＸ線を投射す
る。テーブル・ベッド等の撮影台の天板102は撮影する被検者Ｓを載せるもので、その材
質はアクリル板、カーボン板又は木材である。支持台101の上方に四隅の支柱103を介して
天板102を略水平状態に支持している。天板102の下方で支持台101の上面には、Ｘ線デジ
タル検出器を内蔵した受像器104を配置している。Ｘ線デジタル検出器の具体例について
は特開平８－１１６０４４号を参照されたい。移動機構105により、撮影技師（オペレー
タ）が天板102下から受像器104を被験者に対して水平横方向（「側方」と定義する）に引
き出して露出した状態（図１の状態Ｈ）にすること、ならびに天板102内から側方に露出
した後に回転させて鉛直状態（図１の状態Ｖ）にすることを可能にしている。この移動機
構105は、受像器104を天板102の水平に沿う方向に案内するガイドレール105aと、天板102
の側方に露出した受像器104を水平状態から鉛直状態に回転可能とする回転軸105bとを有
する。受像器104は、天板102のから引き出して水平状態Ｈおよび鉛直状態Ｖのいずれにで
も設置できるので、同一の受像器104によって異なる方向から被験者を撮影できる。さら
に図２に示すように、受像器を水平に引き出した状態で被験者の手や腕を上方から撮影す
ることもできる。
【００１４】
また、天板102を上下方向に昇降移動させ、床からの高さを変えることのできる昇降機構
を撮影台に内蔵している。これにより、被検者が天板に登り降りする際に天板の高さを被
検者の負担が少ない位置まで下げたり、ストレッチャからの移乗においては介助者の作業
しやすい高さに合わせることを可能としている。また撮影時には、撮影技師が被検者のポ
ジショニング等の作業を行いやすい高さに設定できるので、撮影技師自体の負担も軽減さ
れる。
【００１５】
ところで、図２に示すように、受像器を水平に引き出した状態で被験者の手や腕を撮影す
る際には、被験者Ｓが椅子や車椅子に座った状態で撮影を行うことになるので、被検者Ｓ
の膝以下が受像器104の下方に位置する。この状態で誤って天板１の下降操作を行うと、
被検者Ｓの足が受像器と干渉して挟み込まれてしまう可能性がある。また、撮影室の器具
が不用意に受像器の下方に置かれて、これに気づかずに下降操作を行うと受像器または器
具とが干渉する可能性がある。本実施形態の放射線撮影装置にはこのような不都合を未然
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に防ぐ工夫が設けられている。これについて以下詳細に説明する。
【００１６】
図３は撮影台の詳細説明図である。支持台101と受像器104との間に、天板102の水平方向
に移動する受像器104が天板102の下方に位置するか否かを検知する位置検知器106を設け
ている。位置検知器106は例えばマイクロスイッチ107を用いて、マイクロスイッチ107か
ら伸びたレバー107aが図３のように受像器104が天板102の下方に位置する場合は、受像器
104の底面で押されてONとなり、引き出された状態では離れてOFFとなる。一方、支持台10
1内部には昇降用モータ108及びこれを駆動するドライバ109を有し、マイクロプロセッサ
を含む制御器110からの信号で昇降機構111を駆動して、天板102および受像器104を一体と
して上下に移動させる。制御器110には、撮影技師が足で天板102の昇降操作を行う為の操
作スイッチ113が接続される。更に制御器110には前述の位置検知器106の信号も入力され
ており、この検知に基づいて昇降動作に制限を与える。具体的には、制御器110において
、位置検知器106が受像器104が天板102の下にあることを検知した場合は、昇降用スイッ
チ113の入力通りに昇降動作を行う。一方、位置検知器106が受像器104が天板102の下に無
いことを検知したら、たとえ昇降用スイッチ113が押されても、昇降動作を行わないよう
に動作を制限する。
【００１７】
以上の構成において、天板102上に被検者を搭載して上方より撮影する場合、先ず受像器1
04を天板102の下方に収納した状態で、天板102を下降させ被検者を天板102上に載せる。
その後、撮影操作が容易な高さまで上昇させ撮影を行う。位置検知器106は受像器104が天
板102の下方にあることを検知(ON)しているので、撮影技師による昇降用スイッチ113の入
力通りの昇降動作となる。
【００１８】
一方、被検者を天板102上に載せないで撮影する場合は、予め受像器104の高さを撮影操作
が容易な高さに設定しておく。撮影技師は受像器104を天板102下から側方に引き出し、受
像器104の受像面が露出した水平状態にする。そして被検者を受像器104の側方に位置させ
て、撮影部位を受像器104の受像面に置かせる。この状態では、位置検知器106の検出出力
はOFFであるため昇降動作は行えず、受像器104と被験者との干渉が避けられる。なお上昇
・下降の両動作を制限するのではなく、下降動作のみを制限して上昇動作は可能なように
制御しても良い。また、位置検知器106の構成や取付場所については、非接触形等の異な
るタイプのセンサを用いたり、支持台101、受像器104、移動機構105等の別の位置に設け
てもよい。
【００１９】
次に受像器104を水平状態から鉛直状態にした場合の動作を説明する。受像器104を鉛直状
態にした場合、受像器104の支持台101端からの突出量は僅かであるため、昇降動作により
被検者や周辺の器具と干渉することはない。鉛直状態での撮影は被検者を天板に載せて行
うことが多いため、この場合は昇降を制限しないことが望ましい。そこで、たとえ受像器
104が側方に引き出された場合でも受像器104が鉛直状態であるときは昇降動作を可能とす
るロジックを採用している。
【００２０】
図４はその説明のための図で、移動機構105の回転連結部の斜視図である。移動機構105の
回転連結部材121近傍に、マイクロスイッチ及びフォトインタラプタから構成される姿勢
検知器122を備え、その信号を制御器110に入力している。姿勢検知器122は、例えば、回
転連結部材121に突起部121aを設け、受像器104が水平状態にある時、突起部121aがマイク
ロスイッチ123のレバー123aを押し、受像器104が鉛直状態になった時、突起部121aがレバ
ー123aから離れるようにマイクロスイッチ123を配置しておけば、受像器104が水平状態に
あるのか鉛直状態にあるのかを区別して検知することが可能となる。制御器110では、受
像器104が側方に引き出された位置で水平状態にある場合は、前述のように昇降動作に制
限を加える。一方、受像器104が水平状態から鉛直状態に姿勢変更された場合、これを姿
勢検知器122で検知し、たとえ位置検知器106の検知結果がOFFであっても昇降動作を可能
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とするように制限を解除する。即ち昇降用スイッチ113の入力通りに昇降が行われるよう
に制御する。
【００２１】
図５は、本発明の第二の実施形態の説明図である。上記例では受像器104の位置を検知し
て制御器110により昇降動作を制御したが、本例では受像器104の底面に障害物を検知する
障害物検知器131を設け、この障害物検知器131からの信号に応じて制御器110により昇降
動作を制御している。障害物検知器131は、受像器104の底面を覆うように取付けた作動板
132、作動板132に力が加わった際に滑らかに回動するように支持した支点133、および作
動板132の位置変化を検出するマイクロスイッチ134から構成される。支持台の昇降は、受
像器104を引き出した状態でも基本的に任意に行うことが可能だが、下降中に受像器104裏
面に位置した作動板132に被検者の体の一部や器具が接触した場合、作動板132が傾きマイ
クロスイッチ134により接触を検出する。その信号は直ちに制御器110で判断され下降動作
を停止させる。障害物検知器131は、検出から実際に停止するまでの制動距離以上に作動
板132が回動できるように構成すれば、被検者や器具などの障害物と接触した際に迅速な
停止が可能となる。なお障害物検知器131の構成は上記例に限らず、例えば検出器に非接
触形センサを用いるようにしてもよい。また先の図３の構成に更に本実施形態の障害物検
知器を設けて二重の安全機構を構成してもよい。
【００２２】
図６は本発明の第三の実施形態の説明図である。本例では撮影技師が足で操作する操作ス
イッチの設置位置を工夫している。制御器110には上記例と同様に天板102の昇降操作を行
う為の昇降用の操作スイッチ113からの信号を入力する。図６のように操作スイッチ113は
引き出された受像器104の下方に置かれている。これにより受像器104が天板102の下方に
収まっている状態では、撮影技師は通常どおり容易に操作スイッチ113への操作を行うこ
とができる。しかし、受像器104が天板102側方に露出している状態では、操作スイッチ11
3は受像器104の下方に位置するために撮影技師の足が届かずに操作が困難となり、誤った
昇降操作を防止することができる。なお先の図３や図５の構成に、本実施形態の操作スイ
ッチ配置を付加して、二重又は三重の安全機構を構成してもよい。
【００２３】
【発明の効果】
本発明の一形態よれば、天板に対する受像器の位置に応じて昇降機構の動作を制限するこ
とで、受像器が昇降動作により被検者と干渉することや、器材・受像器などに損傷を生じ
ることを未然に防止できる。
【００２４】
本発明の別の形態によれば、障害物検知器の検知に基づいて前記昇降機構の下降動作を制
限することで、受像器と障害物との干渉を未然に防止できる。
【００２５】
本発明の別の形態によれば、昇降機構を操作する操作スイッチを、受像器が天板の外で水
平状態にあるときは、操作困難な位置に設けることで、撮影技師の誤操作を未然に防止で
きる。
【図面の簡単な説明】
【図１】放射線撮影装置の第1の実施例の全体構成図
【図２】被験者が手や腕を撮影する際の説明図
【図３】第1の実施例の構成図
【図４】第１の実施例の部分構成図
【図５】第２の実施例の構成図
【図６】第３の実施例の構成図
【図７】従来例の構成図
【図８】従来例の構成図
【符号の説明】
１０１　支持台
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１０２　天板
１０３　支柱
１０４　受像器
１０５　移動機構
１０６　位置検知器
１０８　昇降用モータ
１０９　モータ用ドライバ
１１０　制御器
１１３　昇降用スイッチ
１２２　姿勢検知器
１３１　障害物検知器

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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